
  

一 

令和 6 年 6 月 25 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３９５０号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
保
管
に
関
す
る
告
示
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 

二 

○ 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号 

 

千
葉
県
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
四

十
一
号
□
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
所
有
者
等
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
□ 

 

な
お
□
関
係
者
は
□
葛
南
港
湾
事
務
所
に
お
い
て
保
管
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
台
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
□ 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
長
さ
及
び
幅 

 

１ 

長
さ 

 
 

 

六
・
五
メ
□
ト
ル 

 

２ 

幅 

 
 

 

二
・
四
メ
□
ト
ル 

二 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所 

 
 

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示
第
百
七
十
八
号
□
千
葉
県
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に

関
す
る
条
例
に
基
づ
く
重
点
適
正
化
区
域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
日
の
出
船
だ
ま
り
重
点
適
正
化
区
域

内 

三 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
を
移
動
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

四 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
保
管
を
開
始
し
た
日
時 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日
午
前
十
時 

五 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
を
保
管
し
て
い
る
場
所 

 
 

船
橋
市
湊
町
一
丁
目
□
船
溜
東
物
揚
場
□ 

六 

所
有
者
等
が
負
担
す
べ
き
移
動
及
び
保
管
の
費
用
の
額 

 

１ 

移
動
の
費
用
の
額 

 
 

 

八
万
八
千
四
百
十
円 

 

２ 

一
日
当
た
り
の
保
管
の
費
用
の
額 

 
 

 

五
千
二
百
七
十
円
□
保
管
を
開
始
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
超
え
る
日
以
後
の
期

間
に
あ
□
て
は
□
七
百
円
□ 

七 

そ
の
他
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
を
返
還
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

 
 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
返
還
を
申
請
す
る
者
は
□
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
証
す
る
た
め
必
要
な

書
類
並
び
に
印
鑑
を
持
参
の
上
□
葛
南
港
湾
事
務
所
ま
で
来
所
す
る
こ
と
□ 

 

千
葉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号 

 

千
葉
県
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
四

十
一
号
□
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
所
有
者
等
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
□
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
□ 

 

な
お
□
関
係
者
は
□
葛
南
港
湾
事
務
所
に
お
い
て
保
管
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
台
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
□ 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
長
さ
及
び
幅 

 

１ 

長
さ 

 
 

 

七
・
〇
メ
□
ト
ル 

 

２ 

幅 

 
 

 

二
・
二
五
メ
□
ト
ル 

二 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
が
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所 

 
 

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示
第
百
七
十
九
号
□
千
葉
県
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に

関
す
る
条
例
に
基
づ
く
重
点
適
正
化
区
域
の
指
定
□
で
指
定
し
た
日
の
出
水
路
重
点
適
正
化
区
域
内 

三 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
を
移
動
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

四 
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
保
管
を
開
始
し
た
日
時 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日
午
前
十
時 

五 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
を
保
管
し
て
い
る
場
所 

 
 

船
橋
市
日
の
出
一
丁
目
二
二
番
地
先
□
船
橋
ボ
□
ト
パ
□
ク
□ 

六 

所
有
者
等
が
負
担
す
べ
き
移
動
及
び
保
管
の
費
用
の
額 

 

１ 

移
動
の
費
用
の
額 

 
 

 

八
万
八
千
四
百
十
円 

 

２ 

一
日
当
た
り
の
保
管
の
費
用
の
額 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

6 

月

25

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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五
千
八
百
八
十
円
□
保
管
を
開
始
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
超
え
る
日
以
後
の
期

間
に
あ
□
て
は
□
七
百
八
十
円
□ 

七 
そ
の
他
プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
を
返
還
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

 
 

プ
レ
ジ
□
□
ボ
□
ト
の
返
還
を
申
請
す
る
者
は
□
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
証
す
る
た
め
必
要
な

書
類
並
び
に
印
鑑
を
持
参
の
上
□
葛
南
港
湾
事
務
所
ま
で
来
所
す
る
こ
と
□ 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
五
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ポ
□
ツ
デ
ポ
・
ゴ
ル
フ
５
千
葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
店
□
サ
ン
キ
千
葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
店 

 
 

 

印
西
市
西
の
原
一
丁
目
一
番
地
三
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

代
表
取
締
役 

水
野
敦
之
ほ
か 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
九
番
四
〇
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ポ
□
ツ
デ
ポ
・
ゴ
ル
フ
５
千
葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
店
□
カ
ワ
チ
薬
品
牧
の
原
店
□
サ
ン
キ
千
葉

ニ
□
□
タ
ウ
ン
店 

 
 

 

印
西
市
草
深
字
原
一
□
九
八
六
番
地
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ポ
□
ツ
デ
ポ
・
ゴ
ル
フ
５
千
葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
店
□
サ
ン
キ
千
葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
店 

 
 

 

印
西
市
西
の
原
一
丁
目
一
番
地
三
ほ
か 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

代
表
取
締
役 

水
野
泰
三
ほ
か 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
児
玉
三
丁
目
三
五
番
一
八
号
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

代
表
取
締
役 

水
野
敦
之
ほ
か 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
九
番
四
〇
号
ほ
か 

 

７ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

代
表
取
締
役 

水
野
泰
三
ほ
か 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
児
玉
三
丁
目
三
五
番
一
八
号
ほ
か 

 

８ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

代
表
取
締
役 

水
野
敦
之
ほ
か 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
九
番
四
〇
号
ほ
か 

 

９ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 
 

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

平
成
十
九
年
十
月
一
日
□
平
成
二
十
五
年
五
月
十
九
日
及
び
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
六
月
四
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
印
西
市
環
境
経
済
部
経
済
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
□
令
和
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
二
十
五
日
ま
で
□
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 
１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 
ス
ポ
□
ツ
デ
ポ
・
ゴ
ル
フ
５
千
葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
店
□
サ
ン
キ
千
葉
ニ
□
□
タ
ウ
ン
店 

 
 

 
印
西
市
西
の
原
一
丁
目
一
番
地
三
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ア
ル
ペ
ン 

代
表
取
締
役 

水
野
敦
之
ほ
か 

 
 

 

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二
丁
目
九
番
四
〇
号
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

一
一
□
七
二
一
平
方
メ
□
ト
ル 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 



  

三 

令和 6 年 6 月 25 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３９５０号 
 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

九
□
二
六
三
平
方
メ
□
ト
ル 

 
５ 
変
更
前
の
駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 
七
一
九
台 

 

６ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

三
八
〇
台 

 

７ 

変
更
前
の
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

三
一
七
台 

 

８ 

変
更
後
の
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

一
八
一
台 

 

９ 

変
更
前
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

一
七
四
平
方
メ
□
ト
ル 

 
 

 

変
更
後
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

七
〇
平
方
メ
□
ト
ル 

 
 

 

変
更
前
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

一
二
二
立
方
メ
□
ト
ル 

 
 

 

変
更
後
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

五
二
立
方
メ
□
ト
ル 

 
 

 

変
更
前
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

五
か
所 

 
 

 

変
更
後
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

四
か
所 

 
 

 

更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
十
三
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
六
月
四
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
印
西
市
環
境
経
済
部
経
済
振
興
課 

  
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
□
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

次
の
と
お
り
処
分
し
た
□ 

 
 

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号
該
当 

一 

商
号 

株
式
会
社
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｏ 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

木
更
津
市
新
田
一
丁
目
四
番
四
号
ラ
□
シ
ン
グ
ビ
ル
二
階 

三 

代
表
者
の
氏
名 

鈴
木
良
昭 

四 

免
許
番
号 

千
葉
県
知
事
□
一
□
第
一
八
〇
一
七
号 

五 

免
許
年
月
日 

令
和
三
年
十
月
五
日 

六 

処
分
の
内
容 

令
和
六
年
五
月
十
五
日
付
け
で
免
許
取
消
し 
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本
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一
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一
二
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発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
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〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
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